
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
三
月
二
十
六
日
発
行

『
大
倉
山
論
集
』　
第
六
十
七
輯
抜
刷

（
公
益
財
団
法
人
　
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
）

江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
を
め
ぐ
る
人
々�

　
　
　
　
　
　
―
所
持
地
の
家
守
と
近
親
町
人
・
後
見
人
―

岡
　
崎
　
寛
　
徳
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江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
を
め
ぐ
る
人
々
（
岡
崎
）

江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
を
め
ぐ
る
人
々 

　
　
　
　
　
　
―
所
持
地
の
家
守
と
近
親
町
人
・
後
見
人
―

岡　

崎　

寛　

徳

　
　

目　

次

　

は
じ
め
に

一　

所
持
地
と
家
守

　
（
一
）
所
持
地
二
十
五
ヶ
所
と
家
守
二
十
五
人

　
（
二
）
土
蔵
・
水
車
の
譲
渡

　
（
三
）
広
島
藩
赤
坂
屋
敷
の
建
物
購
入

二　

家
守
の
動
向

　
（
一
）
小
日
向
水
道
町
藤
七
の
病
気

　
（
二
）
四
谷
塩
町
鉄
五
郎
の
滞
納

　
（
三
）
霊
巌
島
浜
町
麻
次
郎
の
横
領

　
（
四
）
小
日
向
松
ヶ
枝
町
の
変
死
人
一
件

三　

近
親
町
人
と
後
見
人

　
（
一
）
長
兵
衛
と
妹
・
弟

　
（
二
）
近
親
町
人

　
（
三
）
後
見
人
渡
辺
又
四
郎
と
町
年
寄
喜
多
村
家

　

お
わ
り
に
―
川
越
市
石
田
の
内
藤
光
信
家
史
料
―
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『
大
倉
山
論
集
』
第
六
十
七
輯
　
令
和
三
年
三
月

は
じ
め
に

　

筆
者
は
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
所
蔵
「
金
沢
甚
衛
旧
蔵
資
料
」
の
「
日
記
」（
ウ
三
―
二
九
～
三
二
）
を
も
と
に
、
江
戸
小
日
向
三
軒

町
で
質
屋
を
営
む
伊
勢
屋
長
兵
衛
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
幕
府
・
大
名
と
の
関
係
や
、
奉
公
人
の
構
成
・
動
向
な
ど

を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
果
を
「
江
戸
山
の
手
の
質
屋
伊
勢
屋
長
兵
衛
と
幕
府
・
大
名
―
用
立
・
饗
応
・
勝
手
向
奉
公
―
」（『
大
倉
山
論

集
』
六
四
輯
、
二
〇
一
八
年
）
と
「
江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
奉
公
人
」（
同
六
六
輯
、
二
〇
二
〇
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
（
以
下
、

前
稿
①
・
前
稿
②
と
表
記
）。
本
稿
で
は
同
じ
「
日
記
」
を
典
拠
と
し
て
、
伊
勢
屋
の
所
持
地
と
家
守
の
動
向
、
近
親
町
人
や
後
見
人
の

存
在
に
着
目
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
調
査
の
過
程
で
知
り
得
た
川
越
市
の
内
藤
光
信
家
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
も
最
後
に
紹
介
し
た
い
。

一　

所
持
地
と
家
守

（
一
）
所
持
地
二
十
五
ヶ
所
と
家
守
二
十
五
人

　

伊
勢
屋
は
江
戸
の
各
所
に
土
地
を
所
持
し
て
い
た
。
そ
の
土
地
を
他
者
に
貸
与
し
、
地
代
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
所
持
地
の
管
理
を

担
わ
せ
、
地
代
を
ま
と
め
て
納
入
す
る
者
を
雇
っ
て
い
た
が
、
こ
の
役
割
を
任
さ
れ
て
い
た
者
を
「
家
守
」
と
い
う
。

　

前
稿
②
で
も
取
り
上
げ
た
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
十
二
月
二
十
日
の
「
日
記
」
か
ら
は
、
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
所
持
地
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
を
め
ぐ
る
人
々
（
岡
崎
）

【
史
料
１
】

名
主
三
四
郎
殿
よ
り
昨
日
申
越
候
ニ
付
、
内
々
問
合
候
処
、
樽
役
所
よ
り
内
々
御
尋
有
之
趣
ニ
而
、
左
之
通
り
書
出
、

一
、
所
持
地
面　

弐
拾
五
ヶ
所

　
　
　
　

此
沽
券
金
高　

金
壱
万
七
千
九
拾
両

一
、
質
物
・
家
質　

凡
金
高
壱
万
両

一
、
家
内
人
数　

弐
拾
三
人

右
之
通
、
封
書
致
、
名
主
方
江
為
持
差
出
、　　

使
仙
太
郎

　

伊
勢
屋
は
二
十
五
ヶ
所
の
土
地
を
所
持
し
て
お
り
、
そ
の
沽
券
金
の
合
計
は
一
万
七
〇
九
〇
両
に
の
ぼ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
十
二
月
二
十
八
日
の
「
日
記
」
に
は
、「
例
年
之
通
、
家
守
廿
五
人
江
荘
餅
壱
居
宛
被
下
」
と
あ
る
。

伊
勢
屋
は
二
十
五
人
の
家
守
を
抱
え
て
お
り
、
年
末
に
彼
ら
へ
荘
厳
餅
を
下
賜
す
る
こ
と
が
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
た
。
翌
二
年
に
は
十

二
月
二
十
五
・
二
十
六
・
二
十
八
日
の
三
日
間
に
わ
け
て
、
三
年
に
は
十
二
月
二
十
五
日
に
「
備
一
飾
宛
」
が
配
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ

も
家
守
の
名
前
と
各
差
配
地
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　

掲
示
し
た
【
表
１
】
の
よ
う
に
、
伊
勢
屋
は
小
日
向
三
軒
町
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
囲
の
町
々
に
加
え
、
日
本
橋
や
根
津
・
赤
坂
な

ど
に
も
土
地
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

慶
応
期
に
お
け
る
各
所
持
地
の
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
十
一
年
の
「
木
平
長
兵
衛
」
所
持
地
と
坪
数
も
【
表
１
】
に
示
し
た
。

こ
れ
は
慶
応
期
の
状
況
と
大
差
が
な
い
と
思
わ
れ
、
伊
勢
屋
は
日
本
橋
や
神
田
、
神
楽
坂
や
赤
坂
、
根
津
権
現
前
や
伝
通
院
前
な
ど
、
商

業
上
の
好
立
地
を
有
す
る
町
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
所
持
地
に
は
町
名
主
が
い
る
が
、
伊
勢
屋
は
彼
ら
の
と
こ
ろ
に
年
頭
の
挨
拶
回
り
を
す
る
な
ど
、
所
持
地
と
の
関
係
を
維
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『
大
倉
山
論
集
』
第
六
十
七
輯
　
令
和
三
年
三
月

持
す
る
努
力
を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
「
日

記
」
か
ら
理
解
で
き
る
。

　

さ
て
、
伊
勢
屋
の
所
持
地
二
十
五
ヶ
所

は
、
沽
券
金
高
の
合
計
が
一
万
七
〇
九
〇

両
な
の
で
、
平
均
す
る
と
一
ヶ
所
に
つ
き

約
六
八
〇
両
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
一
ヶ
所
だ
け
沽
券
金

高
の
判
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
慶
応
三

年
十
一
月
十
七
日
に
、「
小
日
向
水
道
町

南
側
表
間
口
拾
間
、
裏
行
拾
八
間
有
之
、

地
所
壱
ヶ
所
代
金
七
百
両
、
家
守
万
次
郎

支
配
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
屋
は
小

日
向
水
道
町
に
四
ヶ
所
の
土
地
を
持
っ
て

い
た
が
、
そ
の
内
の
一
つ
、
万
次
郎
が
家

守
を
つ
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
七

〇
〇
両
の
地
所
代
は
、
平
均
値
に
近
い
。

　

他
に
も
、
地
所
代
は
不
明
な
が
ら
規
模

の
判
明
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
市
ヶ
谷
田

【表 １】　伊勢屋の所持地・家守一覧
慶応 ３年の所持地／家守 明治11年の所持地／坪数 現行地名

小日向三軒町 小日向三軒町 1・ ２・ ３・ ５番地／
５60坪

文京区小日向

（小日向茗荷谷町） 小日向茗荷谷町 ５・ 6番地／970坪 文京区小日向
（小石川表町） 小石川表町 7・ ８・14番地／３64坪 文京区小石川
小石川陸尺町／弥兵衛 小石川大門町1８番地／８３坪 文京区春日
小日向水道町／清左衛門・万次
郎・俊助・瀧次郎

小日向水道町 ２・ ３・ 7・10・4３・
47番地／671坪

文京区水道・小日向

小日向松ヶ枝町／瀧次郎 小日向松ヶ枝町 6・ 7番地／1２1坪 文京区関口
関口水道町／斧吉 文京区関口
根津門前町／治兵衛 根津八重垣町２0番地／100坪 文京区根津
龍閑町／佐兵衛 東龍閑町 1番地／4２9坪 千代田区岩本町
神田鍋町／仁兵衛 神田鍋町16番地／10３坪 千代田区鍛冶町
霊巌嶋浜町／文右衛門 浜町11番地／141坪 中央区新川
霊巌嶋長崎町／平兵衛 長崎町 1丁目 7番地／17８坪 中央区新川
本町 ２丁目／徳次郎 本町 ２丁目 ３番地／164坪 中央区日本橋本町
小伝馬町／治郎吉 小伝馬町 ２丁目11番地／171坪 中央区日本橋小伝馬町
茅場町／彦八 南茅場町 7番地／117坪 中央区日本橋茅場町
守山町／久次郎 南鍋町 ２丁目10番地／46坪 中央区銀座
四谷塩町一丁目／清吉 四谷塩町 1 丁目 1 番地／1３２坪→木

平武三郎所有
新宿区本塩町

四谷塩町二丁目／治助 四谷塩町 ２ 丁目16～19番地／５4３坪
→木平六四郎所有

新宿区四谷

市谷田町一丁目／仙蔵 新宿区市谷田町
市谷谷町／亀吉 市谷谷町 ２・1８番地／２８３坪 新宿区市谷住吉町
牛込肴町／清七・清助・源四郎 牛込肴町 ２・ ５・ 9番地／２0３坪 新宿区神楽坂
西久保（新）下谷町／橋兵衛 西久保巴町２9番地／２２6坪 港区虎ノ門
元赤坂町／喜三次 赤坂裏 ３ 丁目1２番地／1５５坪→木平

武三郎所有
港区元赤坂

【計２３町、家守２５名】 【坪数：計５８２0坪】
慶応 ３ 年の列は伊勢屋長兵衛方「日記」による、（　）は推定。明治11年の列は山本忠兵衛編
「東京地主案内」（渋谷隆一編『都道府県別　資産家地主総覧』東京編二、日本図書センター、
19８８年）による。
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江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
を
め
ぐ
る
人
々
（
岡
崎
）

町
一
丁
目
（
家
守
仙
蔵
）、
西
久
保
新
下
谷
町
（
家
守
橘
兵
衛
）、
小
日
向
松
ヶ
枝
町
（
家
守
瀧
次
郎
）、
四
谷
塩
町
一
丁
目
（
家
守
鉄
五

郎
）
の
四
ヶ
所
で
、
表
間
口
が
五
間
か
ら
二
十
八
間
、
裏
行
は
二
十
間
前
後
で
あ
っ
た
。

（
二
）
土
蔵
・
水
車
の
譲
渡

　

ま
た
、
土
蔵
や
水
車
を
売
買
す
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。

　

小
日
向
三
軒
町
に
は
、
伊
勢
屋
の
他
に
忍
屋
久
右
衛
門
も
居
住
し
て
い
た
。
同
町
は
極
め
て
狭
小
な
地
域
で
、
両
者
は
並
ん
で
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
伊
勢
屋
が
質
屋
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
忍
屋
は
「
材
木
仲
買
」
を
商
っ
て
い
た
（
田
中
康
雄
編
『
江
戸
商
家
・
商
人
名

デ
ー
タ
総
覧
』、
柊
風
舎
、
二
〇
一
〇
年
）。

　

慶
応
元
年
七
月
晦
日
の
「
日
記
」
に
よ
る
と
、
忍
屋
の
主
久
右
衛
門
が
そ
の
前
夜
に
死
去
し
、
伊
勢
屋
は
「
茗
荷
谷
探
香
寺
江
葬
式
」

に
出
向
い
て
い
る
。
そ
の
久
右
衛
門
に
は
「
跡
目
」
が
い
な
い
た
め
、
伯
父
に
あ
た
る
庄
六
と
い
う
人
物
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
伊

勢
屋
は
そ
の
「
継
書
」
に
「
印
形
」
し
た
。

　

次
に
示
す
の
は
、
同
年
十
二
月
二
十
一
日
の
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
２
】

忍
屋
久
右
衛
門
殿
所
持
之
二
間
半
・
三
間
之
土
蔵
瓦
葺
壱
ヶ
所
、
有
形
之
侭
、
此
度
代
金
百
拾
両
ニ
而
譲
請
候
約
定
取
究
候
ニ
付
、

為
手
附
金
四
拾
両
相
渡
、
尤
残
金
之
儀
者
、
来
寅
正
月
不
残
可
相
渡
候
筈
、
売
渡
一
札
取
置
候
之
、

　
　

但
し
地
所
之
儀
者
、
来
寅
正
月
借
地
可
致
筈
、

　

忍
屋
が
所
持
し
て
い
た
土
蔵
の
一
つ
を
「
有
形
之
侭
」、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
伊
勢
屋
が
譲
り
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
代
金
は

百
十
両
で
、
手
付
金
と
し
て
四
十
両
を
忍
屋
に
渡
し
て
い
る
。
土
蔵
の
譲
渡
金
額
が
わ
か
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
忍
屋
側
は
当
主
の
交
代
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に
伴
い
手
放
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

水
車
の
譲
渡
も
行
わ
れ
た
。
慶
応
元
年
十
月
八
日
、
関
口
水
道
町
の
名
主
佐
一
郎
に
対
し
、
伊
勢
屋
が
所
持
し
て
い
る
水
車
を
望
む
人

物
が
い
れ
ば
譲
っ
て
も
良
い
と
伝
え
た
。
そ
れ
を
受
け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
同
年
十
二
月
八
日
に
次
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
３
】

信
濃
屋
東
蔵
殿
入
来
、
関
口
油
店
水
車
譲
請
度
与
申
者
有
之
趣
、
尤
金
高
弐
千
七
百
両
ニ
而
御
譲
り
相
成
候
ハ
ヽ
、
相
談
請
度
候
義

ニ
付
、
尚
挨
拶
可
致
筈
、

　

信
濃
屋
東
蔵
が
伊
勢
屋
を
訪
れ
、
水
車
を
譲
り
受
け
た
い
者
が
お
り
、
そ
の
金
額
を
二
七
〇
〇
両
で
相
談
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
信
濃
屋
は
小
日
向
台
町
で
材
木
問
屋
を
営
ん
で
い
た
。

　

同
月
十
九
日
に
は
、
伊
勢
屋
か
ら
信
濃
屋
へ
「
水
車
絵
図
面
弐
通
并
諸
道
具
取
調
書
壱
冊
」
が
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
譲
渡
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
広
島
藩
赤
坂
屋
敷
の
建
物
購
入

　

こ
こ
で
は
、
広
島
藩
浅
野
家
の
赤
坂
屋
敷
に
あ
る
建
物
を
、
伊
勢
屋
が
購
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

【
史
料
４
】

一
、
松
平
安
芸
守
様
御
下
屋
敷
古
建
家
一
ヶ
所
坪
数
六
拾
壱
坪
、
惣
瓦
家
根
ニ
而
、
土
台
石
と
も
金
六
拾
五
両
ニ
而
買
請
候
取
究
、

為
手
附
金
拾
両
相
渡
、
御
家
来
松
尾
助
之
丞
殿
・
嶋
村
喜
八
郎
殿
御
両
名
請
取
書
取
之
、
元
次
郎
・
大
工
瀧
次
郎
罷
越
候
、
右
者

元
赤
坂
町
喜
三
次
支
配
地
面
内
江
相
建
候
長
家
ニ
候
、

　

慶
応
二
年
十
月
二
十
一
日
、
伊
勢
屋
は
浅
野
家
下
屋
敷
の
「
古
建
家
一
ヶ
所
」
を
、「
金
六
拾
五
両
」
で
買
い
受
け
、
ま
ず
手
付
金
十



269

江
戸
小
日
向
伊
勢
屋
長
兵
衛
を
め
ぐ
る
人
々
（
岡
崎
）

両
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
松
尾
助
之
丞
も
嶋
村
喜
八
郎
も
浅
野
家
の
家
臣
に
間
違
い
な
い
（『
広
島
県
史
』
近
世
資
料
編
Ⅱ
、

広
島
県
、
一
九
七
六
年
、
お
よ
び
『
芸
藩
志
』
二
十
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
七
八
年
）。

　

伊
勢
屋
か
ら
は
、
手
代
の
元
治
郎
と
出
入
の
大
工
瀧
次
郎
が
出
向
い
た
。
こ
の
建
物
は
一
度
組
み
外
し
て
、
伊
勢
屋
が
所
持
す
る
元
赤

坂
町
に
運
び
、
そ
こ
で
「
長
家
」
と
し
て
組
み
立
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、「
御
下
屋
敷
」
は
「
御
中
屋
敷
」
の
誤
記
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
翌
月
に
も
関
連
の
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で

は
「
御
中
屋
敷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
浅
野
家
の
下
屋
敷
は
青
山
に
あ
り
、
中
屋
敷
は
赤
坂
表
町
に
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
同
月
二
十
八
日
に
番
頭
の
貞
治
郎
が
赤
坂
屋
敷
へ
出
向
き
、「
芸
州
様
御
長
屋
御
払
物
」
の
金
銭
取
引
が
無
事
に
終
了
し
た
。

同
月
晦
日
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
５
】

一
、
元
赤
坂
町
地
面
内
長
家
二
階
造
壱
ヶ
所
、
平
家
二
棟
、
雪
隠
、
下
水
共
古
木
品
相
用
一
式
請
負
代
金
百
拾
壱
両
ニ
而
、
大
工
瀧

次
郎
江
申
附
、
内
金
五
拾
両
相
渡
、
受
人
小
日
向
松
ヶ
枝
町
家
持
金
兵
衛
両
印
取
之
、

　

こ
れ
ま
で
元
赤
坂
町
に
建
っ
て
い
た
「
長
家
二
階
造
壱
ヶ
所
」
な
ど
を
「
百
拾
壱
両
」
で
売
り
渡
し
た
よ
う
で
、
内
金
と
し
て
五
十
両

が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

家
守
の
動
向

（
一
）
小
日
向
水
道
町
藤
七
の
病
気

　

以
下
、
家
守
の
動
向
に
関
す
る
事
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
る
。
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一
件
目
は
、
小
日
向
水
道
町
の
家
守
交
代
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

慶
応
元
年
十
月
二
日
、
小
日
向
水
道
町
の
家
守
藤
七
（
東
七
）
は
長
く
病
気
を
患
い
、
か
つ
「
諸
色
高
価
」
の
た
め
困
窮
し
て
い
た
。

そ
こ
で
伊
勢
屋
に
「
御
救
」
を
求
め
、「
金
弐
百
疋
・
白
米
壱
斗
」
の
「
施
」
を
受
け
て
い
る
。

　

し
か
し
体
調
は
快
復
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
慶
応
二
年
七
月
三
日
、
藤
七
か
ら
瀧
次
郎
に
家
守
が
交
代
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
仲
介
を

し
た
の
は
同
町
で
家
守
を
つ
と
め
て
い
る
万
次
郎
で
、
瀧
次
郎
は
万
次
郎
に
連
れ
ら
れ
て
伊
勢
屋
に
出
向
い
て
お
り
、
家
守
同
士
の
連
携

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
月
十
日
に
は
「
家
守
藤
七
死
去
」
と
あ
る
。

（
二
）
四
谷
塩
町
鉄
五
郎
の
滞
納

　

二
件
目
は
、
四
谷
塩
町
の
事
例
で
あ
る
。

　

家
守
の
役
割
は
差
配
地
を
管
理
し
、
徴
収
し
た
地
代
・
店
賃
を
土
地
の
所
持
者
に
納
め
る
こ
と
に
あ
る
。
四
谷
塩
町
一
丁
目
の
家
守
鉄

五
郎
は
、
そ
れ
を
滞
納
し
た
こ
と
に
よ
り
罷
免
さ
れ
て
い
る
。

　

慶
応
元
年
十
一
月
十
日
に
「
当
六
月
中
、
鉄
五
郎
江
家
守
役
申
附
置
候
」
と
あ
る
の
で
、
鉄
五
郎
は
同
年
六
月
に
家
守
に
就
任
し
た
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
家
守
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
「
請
状
」（
身
分
保
証
書
）
を
差
し
出
す
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
鉄
五
郎
は
未
提
出
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
状
況
が
続
い
た
た
め
、
伊
勢
屋
は
同
年
十
月
十
二
日
に
鉄
五
郎
を
家
守
か
ら
「
退
役
」
さ
せ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
四
日
後
、
鉄
五

郎
と
同
じ
「
組
合
之
者
」
が
伊
勢
屋
を
訪
れ
、
内
々
に
詫
び
を
入
れ
る
形
で
退
役
撤
回
を
願
い
出
て
い
る
。
伊
勢
屋
側
は
こ
れ
に
対
し
て
、

「
家
守
請
状
」
を
差
し
出
し
「
地
代
」
を
す
べ
て
納
入
す
れ
ば
取
り
計
ら
う
と
回
答
し
た
。
そ
し
て
、
十
一
月
に
よ
う
や
く
四
谷
伊
賀
町

の
家
主
常
助
を
請
人
（
保
証
人
）
と
す
る
請
状
が
伊
勢
屋
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
収
ま
ら
な
い
。
鉄
五
郎
か
ら
の
地
代
納
入
が
滞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
一
月
二
十
六
日
段
階
で

「
地
代
八
・
九
月
分
滞
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
伊
勢
屋
は
鉄
五
郎
の
家
守
退
役
を
決
め
る
。
跡
役
に
選
ば
れ
た
の
は
清
吉
で
、「
表
京
間
五
間
壱
尺
五
寸
、
裏
行
町
並
」
の
地

所
を
引
き
継
い
だ
。
十
二
月
十
八
日
に
「
二
ヶ
月
滞
地
代
」
は
跡
役
清
吉
か
ら
無
事
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
鉄
五
郎
か
ら
清
吉
へ
の
家
守

交
代
は
無
事
に
遂
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
慶
応
三
年
四
月
七
日
、
清
吉
と
組
合
の
兵
助
が
伊
勢
屋
を
訪
れ
、
鉄
五
郎
の
借
金
に
つ
い
て
相
談
が
行
わ
れ
た
。
す
で
に
返
納

金
の
た
め
に
「
家
作
売
払
」
を
し
て
、
六
十
七
両
の
内
三
十
両
を
返
済
し
て
お
り
、
残
り
の
三
十
七
両
に
つ
い
て
相
談
が
進
め
ら
れ
た
。

　

跡
役
の
清
吉
に
つ
い
て
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編
『
四
谷
塩
町
一
丁
目
人
別
書
上
』
下
（
東
京
都
歴
史
文
化
財

団
・
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
と
、「
時
計
師
」
の
鉄
五
郎
が
「
十
二
月
十
四
日
退
役
」
と
な
り
、「
葛
籠
職
」

の
清
吉
が
「
家
主
役
」
に
就
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
地
所
は
「
小
日
向
三
軒
町
地
主
町
人　

木
平
長
兵
衛
所
持
」
の
も
の
で
、
清
吉
は

「
狩
野
」
姓
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編
『
四
谷
塩
町
一
丁
目
人
別
関
係
補
遺
・
近
世
祭
礼
篇
』

（
同
、
二
〇
〇
五
年
）
か
ら
判
明
す
る
。

（
三
）
霊
巌
島
浜
町
麻
次
郎
の
横
領

　

霊
巌
島
浜
町
の
家
守
交
代
も
金
銭
が
絡
ん
で
お
り
、
慶
応
二
年
十
二
月
十
四
日
の
記
事
は
興
味
深
い
。

【
史
料
６
】

一
、
霊
厳
嶋
浜
町
家
守
麻
次
郎
罷
出
、
兼
而
頼
有
之
候
家
守
給
三
ヶ
年
之
間
前
借
之
義
、
拾
八
両
与
相
成
候
得
共
、
当
節
町
入
用
等

茂
多
分
ニ
相
懸
り
候
折
柄
ニ
付
、
金
拾
両
前
借
可
為
致
旨
及
答
候
処
、
両
三
日
中
可
罷
出
筈
、
其
節
下
案
可
相
渡
筈
、
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同
所
の
家
守
は
麻
次
郎
で
、「
家
守
給
」
三
年
分
の
前
借
り
を
伊
勢
屋
に
申
し
込
ん
で
い
る
。
そ
の
額
は
「
拾
八
両
」
と
あ
る
の
で
、

麻
次
郎
の
「
家
守
給
」
は
一
年
で
六
両
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
勢
屋
は
、
町
入
用
が
多
く
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由

に
、
十
両
を
前
借
り
さ
せ
る
と
回
答
し
た
。

　

そ
し
て
同
月
二
十
六
日
、「
家
守
給
引
当
金
」
と
し
て
十
両
が
麻
次
郎
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
。
証
書
に
は
、
翌
慶
応
三
年
正
月
か
ら
同

四
年
八
月
ま
で
の
二
十
ヶ
月
間
に
、「
月
々
弐
分
宛
」
を
返
済
す
る
約
束
が
明
記
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
慶
応
三
年
六
月
二
十
八
日
の
「
日
記
」
に
よ
る
と
、
麻
次
郎
は
同
年
正
月
分
か
ら
「
地
代
滞
」
を
し
て
い
た
。
伊
勢
屋
側
は

度
重
な
る
催
促
を
し
て
い
た
が
、
未
納
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日
、
麻
次
郎
は
四
月
分
ま
で
の
地
代
と
給
金
の
前
借
り
分
を
返

済
し
に
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

　

半
年
後
の
十
二
月
三
日
、
伊
勢
屋
を
訪
れ
た
麻
次
郎
は
、「
家
業
」
が
忙
し
く
、
家
守
を
つ
と
め
る
の
は
難
し
い
の
で
、
伯
父
に
あ
た

る
文
右
衛
門
に
家
守
の
跡
役
を
命
じ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。
こ
の
二
日
後
、
再
び
麻
次
郎
が
訪
れ
た
際
、
麻
次
郎
に
「
不
正
」
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
、
明
確
に
な
る
ま
で
は
跡
役
を
文
右
衛
門
に
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
伊
勢
屋
側
は
回
答
し
て
い
る
。

　

そ
の
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
麻
次
郎
が
「
壱
坪
ニ
付
銀
弐
分
宛
之
横
領
」
を
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
横
領
は
三
年
余
り
で
、

そ
の
総
額
は
「
金
拾
両
、
銀
三
匁
五
分
四
厘
」
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
文
右
衛
門
は
家
守
の
跡
役
と
な
っ
た
が
、
返
済
も
請
け
負
う
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
小
日
向
松
ヶ
枝
町
の
変
死
人
一
件

　

慶
応
二
年
十
二
月
二
十
三
日
、
小
日
向
松
ヶ
枝
町
の
家
守
瀧
次
郎
が
伊
勢
屋
を
訪
れ
た
。「
諸
色
高
直
」（
高
値
）
が
「
高
下
」
に
な
る

ま
で
、
家
守
一
人
に
つ
き
銀
五
匁
を
増
額
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。
結
果
は
不
明
な
が
ら
、
家
守
の
給
与
に
関
し
て
土
地
の
所
持
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者
と
直
接
交
渉
し
て
い
た
姿
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
小
日
向
松
ヶ
枝
町
で
変
死
人
が
発
見
さ
れ
た
。
事
件
は
慶
応
三
年
二
月
十
六
日
に
起
き
て
い
る
。

【
史
料
７
】

一
、
昨
十
六
日
早
朝
、
松
ヶ
枝
町
家
守
瀧
次
郎
、
并
組
合
壱
人
同
道
罷
出
、
十
六
日
晩
八
ツ
時
頃
同
所
地
面
内
江
何
者
ニ
追
込
候
哉
、

町
人
之
体
之
者
弐
人
裏
板
塀
相
破
、
長
家
之
側
ニ
両
人
共
疵
被
為
負
打
伏
罷
在
候
旨
申
出
候
ニ
付
、
為
見
分
七
五
郎
罷
越
、
相
調

候
処
、
右
届
之
義
与
者
相
違
之
趣
、
右
両
人
申
口
ニ
者
、
長
家
内
鍛
冶
屋
ニ
而
被
致
候
由
ニ
有
之
趣
ニ
付
、
引
取
候
、

　

同
町
の
地
所
に
お
い
て
、「
町
人
体
之
者
弐
人
」
が
裏
の
板
塀
を
突
き
破
り
、
そ
の
二
人
と
も
長
屋
の
側
で
傷
を
負
っ
て
倒
れ
て
い
た

と
い
う
。
伊
勢
屋
へ
報
告
に
訪
れ
た
の
は
家
守
の
瀧
次
郎
で
、
手
代
七
五
郎
が
す
ぐ
に
現
場
の
見
分
に
出
向
い
て
い
る
。
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
届
け
出
た
内
容
と
は
異
な
り
、
長
屋
内
の
鍛
冶
屋
で
起
き
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

伊
勢
屋
と
し
て
の
問
題
は
、
こ
の
事
件
の
検
死
に
関
す
る
費
用
が
多
く
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
額
は
五
十
両
余
り
に

上
っ
た
。
鍛
冶
屋
の
孫
左
衛
門
が
二
十
両
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
瀧
次
郎
は
三
十
五
両
を
伊
勢
屋
で
負
担
し
て
ほ
し
い
と
申
し

出
て
い
る
。

　

一
ヶ
月
後
の
慶
応
三
年
三
月
二
十
五
日
、
再
び
瀧
次
郎
が
伊
勢
屋
を
訪
れ
た
。「
先
頃
乱
妨
人
一
条
」
に
つ
い
て
、
費
用
が
嵩
み
三
十

両
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
。
伊
勢
屋
は
、
そ
の
半
分
の
十
五
両
を
出
す
と
回
答
し
た
が
、
瀧
次
郎
は
二
十
五
両
を
出
金
し
て
ほ
し
い
と

懇
願
し
て
い
る
。

　

四
月
十
日
、
瀧
次
郎
は
同
町
地
所
内
の
居
住
者
と
思
わ
れ
る
孫
左
衛
門
・
恒
次
郎
・
金
次
郎
・
弥
助
と
連
名
し
た
書
状
を
持
参
し
た
。

費
用
に
関
し
て
評
議
を
続
け
た
が
、
伊
勢
屋
の
出
金
が
十
五
両
で
は
瀧
次
郎
が
当
惑
し
て
し
ま
う
の
で
、
二
十
両
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い

う
要
望
で
あ
っ
た
。
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同
月
十
七
日
、
伊
勢
屋
は
二
十
両
を
出
す
と
回
答
し
た
。
た
だ
し
、「
家
守
不
行
届
」
も
あ
る
の
で
、
今
後
は
費
用
が
嵩
ん
で
も
一
切

出
金
し
な
い
旨
を
付
け
加
え
て
い
る
。
翌
十
八
日
に
連
印
一
札
が
ま
と
め
ら
れ
、「
変
死
人
一
条
」
に
関
す
る
惣
入
用
六
十
両
余
り
の
内
、

伊
勢
屋
は
二
十
両
を
出
す
こ
と
、
今
後
は
無
心
を
一
切
し
な
い
と
の
約
束
が
交
わ
さ
れ
た
。

　

そ
れ
か
ら
四
ヶ
月
後
の
八
月
二
十
一
日
、
瀧
次
郎
が
家
守
を
退
役
し
、
跡
役
に
甚
左
衛
門
が
就
任
し
た
。
変
死
人
一
件
の
責
任
と
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
家
守
不
行
届
」
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
。

三　

近
親
町
人
と
後
見
人

（
一
）
長
兵
衛
と
妹
・
弟

　

伊
勢
屋
は
江
戸
中
期
か
ら
代
々
質
屋
を
経
営
し
て
お
り
、
現
存
す
る
「
日
記
」
の
慶
応
期
は
八
代
目
長
兵
衛
の
時
代
で
あ
る
。
名
字
は

「
木
平
」
と
い
う
。

　

八
代
目
長
兵
衛
は
「
日
記
」
に
「
旦
那
様
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
ま
だ
十
歳
に
過
ぎ
ず
、
諸
事
の
稽
古
を
し
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
慶
応
二
年
十
二
月
十
九
日
に
「
岡
田
浩
之
丞
様
ニ
而
、
今
日
御
学
問
納
会
ニ
付
、
旦
那
様
御
出
」
と
あ
る
。
長
兵
衛
は
岡
田

浩
之
丞
の
も
と
で
学
問
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
日
を
も
っ
て
一
年
の
「
納
会
」
と
な
っ
た
。
同
月
四
日
に
「
小
日
向
金
剛
寺
門
前
」

か
ら
火
事
が
発
生
し
た
際
、
伊
勢
屋
が
見
舞
い
の
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
の
で
、
岡
田
は
近
隣
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

翌
三
年
二
月
八
日
に
は
、「
中
戸
忠
之
助
殿
江
旦
那
様
算
術
御
稽
為
御
入
門
」
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
。
長
兵
衛
は
中
戸
忠
之
助
な

る
人
物
を
師
匠
と
し
て
、
算
術
稽
古
の
入
門
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
日
記
」
に
は
「
於
松
様
」「
昌
次
郎
様
」「
於
国
様
」
の
名
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
長
兵
衛
の
妹
や
弟
と
思
わ
れ
る
。
於
松
は
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姉
か
妹
か
定
か
で
な
い
が
、
他
の
二
人
は
慶
応
元
年
七
月
二
十
七
日
に
「
旦
那
様
・
於
国
様
・
昌
次
郎
様
」
と
い
う
順
の
表
記
が
あ
る
の

で
、
妹
と
弟
に
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
祖
父
に
あ
た
る
六
代
目
は
長
兵
衛
か
ら
昌
兵
衛
に
改
名
し
て
い
る
の
で
、
昌
次
郎
は

「
昌
」
の
字
を
受
け
継
い
で
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

妹
た
ち
も
長
兵
衛
同
様
、
い
く
つ
か
の
稽
古
を
し
て
い
た
。

　

手
跡
は
大
川
吉
太
郎
・
同
吉
之
助
か
ら
学
ん
で
い
る
。
於
松
と
於
国
は
、
琴
を
穂
坂
布
袋
に
習
っ
て
い
る
。
踊
り
の
師
匠
と
し
て
、
並

木
金
太
郎
の
名
も
記
さ
れ
て
い
る
。
商
家
の
息
子
は
算
術
、
娘
は
琴
な
ど
を
習
得
す
べ
く
、
稽
古
に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
師
匠
が
判
明
す
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

　

伊
勢
屋
長
兵
衛
の
一
家
で
寺
社
参
詣
を
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
主
な
参
詣
先
は
、
木
平
家
の
墓
所
が
あ
る
浅
草
称
念
寺
、
近
隣

で
は
谷
中
の
妙
法
善
神
、
音
羽
の
田
中
八
幡
宮
、
雑
司
ヶ
谷
の
鬼
子
母
神
、
小
石
川
の
伝
通
院
な
ど
で
あ
る
。
他
に
も
、
柴
又
帝
釈
天
・

中
山
祖
師
尊
・
堀
之
内
祖
師
尊
が
挙
げ
ら
れ
る
。
田
中
八
幡
宮
（
明
治
二
年
に
八
幡
神
社
と
合
祀
し
て
小
日
向
神
社
に
改
称
）
に
は
昌
次

郎
や
於
国
が
「
御
祝
」
の
た
め
に
詣
で
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七
五
三
な
ど
の
行
事
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

買
い
物
の
記
事
も
「
日
記
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
霊
巌
嶋
」
が
二
件
、「
下
町
」
と
「
浅
草
観
音
市
」
が
三
件
ず
つ
で
あ
る
。

「
浅
草
観
音
市
」
の
場
合
は
、
慶
応
元
・
二
・
三
年
い
ず
れ
も
十
二
月
十
七
日
に
出
向
い
て
い
る
。
慶
応
元
年
時
に
は
「
例
年
之
通
り
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
。

（
二
）
近
親
町
人

　
「
日
記
」
に
は
、
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
近
親
者
と
思
わ
れ
る
町
人
が
登
場
す
る
。

　

ま
ず
木
平
譲
輔
と
い
う
人
物
が
、
慶
応
元
年
七
月
に
横
浜
港
か
ら
江
戸
に
戻
っ
て
き
た
際
、
伊
勢
屋
に
「
神
奈
川
せ
ん
べ
い
一
箱
」
と
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「
緋
色
フ
ラ
ン
ケ
ン
壱
枚
」（
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
）
を
贈
っ
て
い
る
。

　

一
年
後
の
慶
応
二
年
七
月
八
日
、
譲
輔
は
江
戸
城
西
丸
に
召
さ
れ
た
。
翌
九
日
の
「
日
記
」
に
よ
る
と
、「
学
文
所
勤
番
組
頭
勤
方
」

に
任
命
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
年
の
横
浜
出
向
も
幕
命
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
じ
「
木
平
」
姓
で
あ
る
た
め
、
長
兵
衛
と
譲
輔
は
親
戚
筋
か
と
思
わ
れ
る
。
長
兵
衛
が
小
日
向
三
軒
町
に
住
ん
で
い
た
の
に
対
し
、

譲
輔
は
「
下
谷
」
に
居
住
し
て
い
た
。

　

伊
勢
屋
は
こ
の
譲
輔
か
ら
借
金
を
申
し
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
慶
応
三
年
四
月
十
五
日
に
よ
る
と
、
譲
輔
が
依
頼
し
た
額
は
「
金

弐
拾
五
両
」
で
あ
る
。
そ
の
内
十
両
を
同
日
に
借
用
し
、
残
り
の
十
五
両
は
七
月
に
借
用
し
た
い
こ
と
と
、
十
月
か
ら
十
二
月
の
間
に
皆

済
す
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
月
二
十
日
に
伊
勢
屋
は
残
金
十
五
両
を
用
立
て
、
十
月
十
一
日
に
譲
輔
か
ら
二
十
五
両
全
て
が

返
済
さ
れ
た
。

　

伊
勢
屋
市
兵
衛
（
以
下
、
市
兵
衛
）
も
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
親
戚
と
考
え
ら
れ
る
。

　

慶
応
二
年
九
月
九
日
の
記
述
は
興
味
深
い
。
伊
勢
屋
の
奉
公
人
七
五
郎
が
市
兵
衛
を
訪
ね
、
あ
る
回
答
を
し
て
い
る
。
市
兵
衛
側
か
ら

伊
勢
屋
の
「
御
子
様
」
を
養
子
に
貰
い
受
け
た
い
と
の
相
談
が
あ
っ
た
が
、「
何
れ
も
家
持
分
家
」
を
立
て
る
心
積
も
り
な
の
で
、
お
断

り
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
両
家
が
親
戚
だ
か
ら
こ
そ
行
わ
れ
た
相
談
で
あ
ろ
う
。

　

別
の
日
の
「
日
記
」
に
は
「
下
質
伊
勢
屋
市
兵
衛
」
と
あ
る
の
で
、
市
兵
衛
は
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
「
下
質
」
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
。「
下
質
一
統
」
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
の
で
、
市
兵
衛
以
外
に
も
複
数
の
「
下
質
」
が
存
在
し
て
い
た
。

　

蔵
前
の
札
差
堤
弥
三
郎
の
場
合
は
、
慶
応
三
年
正
月
二
十
一
日
に
「
旦
那
様
」
が
年
頭
の
祝
儀
を
述
べ
る
た
め
堤
家
を
訪
れ
た
際
、

「
御
飯
御
馳
走
」
を
受
け
た
と
あ
る
。
ま
た
、
堤
家
で
「
浄
融
信
士
」
の
七
回
忌
が
執
行
さ
れ
た
同
年
八
月
二
十
八
日
に
は
、
伊
勢
屋
の

「
御
新
造
様
」
が
堤
家
へ
の
進
物
と
菩
提
寺
へ
納
め
る
銀
を
持
参
し
て
い
る
。
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夏
目
八
郎
右
衛
門
と
は
歳
暮
の
祝
儀
な
ど
を
交
し
合
う
間
柄
で
あ
っ
た
。
慶
応
元
年
十
月
二
十
八
日
の
場
合
は
、「
旦
那
様
」
や
「
御

隠
居
様
」
が
夏
目
家
の
墓
所
、
下
谷
の
蓮
華
寺
を
参
詣
し
て
い
る
。
夏
目
家
の
屋
号
は
「
井
筒
屋
」
で
、
蔵
前
で
札
差
を
つ
と
め
る
有
数

の
商
家
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
淡
島
屋
嘉
兵
衛
も
近
親
関
係
の
町
人
と
思
わ
れ
る
。
年
中
行
事
な
ど
で
繰
り
返
し
伊
勢
屋
に
来
訪
し
て
お
り
、
慶
応
二
年
八

月
十
一
日
か
ら
「
旦
那
様
」
が
淡
島
屋
に
止
宿
し
、
十
四
日
に
「
天
ぷ
ら
」
を
土
産
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
事
例
が
見
ら
れ
る
。

　

当
時
に
お
け
る
伊
勢
屋
の
経
営
は
お
お
む
ね
順
調
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
慶
応
三
年
十
月
末
以
降
は
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
記

事
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
伊
勢
屋
が
近
親
者
で
は
な
い
町
人
に
「
金
談
」、
す
な
わ
ち
金
銭
の
借
り
入
れ
を
申
し
込
む
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

そ
の
最
初
は
十
月
二
十
七
日
、「
三
ツ
井
」
へ
の
金
談
で
あ
っ
た
。
日
本
橋
駿
河
町
の
三
井
越
後
屋
に
、
手
代
の
七
五
郎
が
相
談
に

伺
っ
た
。
二
日
後
の
二
十
九
日
に
は
、
同
じ
く
七
五
郎
が
霊
巌
島
四
日
市
町
の
酒
問
屋
「
鹿
嶋
清
兵
衛
」
方
へ
出
向
い
て
い
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
も
断
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

十
一
月
に
入
る
と
堤
弥
三
郎
や
、
駒
込
追
分
町
で
両
替
屋
・
酒
問
屋
を
営
む
高
崎
屋
長
右
衛
門
、
下
質
の
伊
勢
屋
市
兵
衛
に
働
き
か
け

た
が
、
こ
ち
ら
も
断
ら
れ
た
。
一
方
、
水
道
町
の
伊
勢
屋
藤
次
郎
と
岩
槻
の
長
谷
部
総
右
衛
門
か
ら
は
五
百
両
ず
つ
を
借
り
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

（
三
）
後
見
人
渡
辺
又
四
郎
と
町
年
寄
喜
多
村
家

　

伊
勢
屋
当
主
の
「
旦
那
様
」
は
幼
少
の
た
め
、「
御
新
宅
様
」
と
称
さ
れ
る
人
物
が
支
え
、
代
わ
り
に
行
動
す
る
姿
が
「
日
記
」
に
数

多
く
見
ら
れ
る
。
伊
勢
屋
に
と
っ
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
「
御
新
宅
様
」
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。



278

『
大
倉
山
論
集
』
第
六
十
七
輯
　
令
和
三
年
三
月

　

ま
ず
、
慶
応
三
年
十
一
月
二
十
四
日
の
「
日
記
」
を
掲
示
し
た
い
。

【
史
料
８
】

一
、
当
名
主
よ
り
此
度
樽
御
役
所
江
内
実
当
方
身
元
調
差
出
候
処
、
御
新
宅
様
御
後
見
之
廉
有
之
候
ニ
付
、
右
名
前
相
除
キ
、
早
速

差
替
、
後
見
相
附
差
出
可
申
旨
ニ
而
、
御
下
ヶ
相
成
候
趣
を
以
、
名
主
よ
り
申
越
候
ニ
付
、
急
速
後
見
出
来
兼
候
ニ
付
、
御
猶
予

願
出
呉
候
様
名
主
殿
江
申
出
候
処
、
即
答
難
相
成
、
世
話
懸
り
名
主
嶋
田
氏
江
御
問
合
之
上
御
挨
拶
被
成
候
様
申
聞
候
、

　

町
年
寄
の
樽
役
所
か
ら
、
町
名
主
を
通
じ
て
伊
勢
屋
の
「
身
元
調
」
を
差
し
出
す
よ
う
に
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
。
提
出
し
た
と
こ
ろ
、

「
御
新
宅
様
」
が
伊
勢
屋
の
「
御
後
見
」
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
名
前
を
削
除
し
、
す
ぐ
に
「
後
見
」
を
差
し

替
え
て
再
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
伊
勢
屋
は
「
後
見
」
を
急
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
猶
予
が
ほ
し
い
と
応
答
し
て

い
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
御
新
宅
様
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
を
「
日
記
」
の
記
述
か
ら
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
、
そ
の
名
前
で
あ
る
。
慶
応
二
年
十
月
晦
日
に
「
渡
辺
様
、
今
朝
川
越
表
江
御
出
被
成
候
、
御
供
瀧
蔵
」、
翌
十
一
月
一
日
に

「
御
新
宅
様
、
御
供
瀧
蔵
、
川
越
夕
刻
帰
、
金
五
拾
疋
被
下
候
由
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
瀧
蔵
を
供
に
川
越
へ
向
か
っ
た
「
御
新
宅
様
」

は
、「
渡
辺
様
」
に
間
違
い
な
い
。

　

同
年
十
一
月
十
三
日
、
関
宿
藩
久
世
出
雲
守
広
文
の
家
臣
加
古
権
蔵
か
ら
「
渡
辺
様
御
名
当
」
の
書
状
が
届
け
ら
れ
た
。
翌
日
に
会
っ

て
相
談
し
た
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
が
、
十
四
日
に
は
「
御
新
宅
御
名
前
ニ
而
書
状
」
を
加
古
権
蔵
へ
渡
す
と
あ
り
、

「
御
新
宅
」
は
「
渡
辺
様
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
渡
辺
は
小
日
向
三
軒
町
の
伊
勢
屋
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
慶
応
二
年
八
月
二
十
九
日
に
「
渡
辺
様
、
御

療
治
被
成
候
ニ
付
、
御
出
勤
無
御
座
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
治
療
は
「
御
新
宅
今
朝
御
出
勤
」
と
な
る
九
月
七
日
ま
で
続
い
た
。
こ
こ
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か
ら
も
「
渡
辺
様
」
が
「
御
新
宅
様
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
期
間
中
、
九
月
二
・
三
日
に
「
弐
合
半
領
も
み
療
治
岩
治
郎
」
と
い
う
者
が
「
御
新
宅
」
へ
止
宿
し
て
い
る
。「
弐
合
半
領
」
は

現
在
の
埼
玉
県
三
郷
市
・
吉
川
市
あ
た
り
で
、
そ
こ
か
ら
岩
治
郎
を
呼
び
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
慶
応
三
年
六
月
九
日
に
は
「
揉
療
治

岩
五
郎
」
が
来
て
い
る
が
、
そ
の
治
療
料
金
と
し
て
「
金
弐
両
」
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　

渡
辺
の
名
前
も
判
明
す
る
。
前
稿
①
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
慶
応
三
年
五
月
四
日
、
伊
勢
屋
長
兵
衛
が
守
山
藩
松
平
大
学
頭
の
屋

敷
に
呼
ば
れ
、「
御
勘
定
奉
行
御
取
扱
」
に
任
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
家
秘
伝
の
脇
指
を
拝
領
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、

「
渡
辺
又
四
郎
様
江
与
し
而
銀
弐
枚
被
下
、
此
金
壱
両
弐
分
」
も
与
え
ら
れ
た
。
同
日
の
「
日
記
」
に
は
「
御
新
宅
様
、
今
日
も
御
不
快

ニ
而
出
勤
無
御
座
候
」
と
も
あ
り
、「
御
新
宅
様
」
は
病
気
の
た
め
伊
勢
屋
に
出
勤
し
て
い
な
か
っ
た
。
翌
五
日
、
端
午
の
節
句
の
挨
拶

に
「
旦
那
様
」
が
守
山
藩
屋
敷
を
訪
れ
て
い
る
が
、「
御
新
宅
様
」
も
「
昨
日
頂
戴
物
」
の
御
礼
に
同
道
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
御
新
宅
様
」
は
「
渡
辺
又
四
郎
」
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
渡
辺
又
四
郎
の
居
宅
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
慶
応
元
年
七
月
二
十
八
日
に
「
正
智
院
前
御
新
宅
」
と
あ
る
。「
正
智
院
前
」
は

小
日
向
正
智
院
前
町
で
、
小
日
向
三
軒
町
の
隣
町
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
御
新
宅
様
」
渡
辺
又
四
郎
は
伊
勢
屋
の
近
く
に
居
住
し
、

後
見
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
渡
辺
は
慶
応
三
年
十
二
月
に
転
居
し
て
い
る
。
二
ヶ
月
前
の
同
年
十
月
五
日
、「
宍
戸
氏
与
申
家
相
見
之
先
生
」
が
来
訪

し
た
。
伊
勢
屋
の
近
親
町
人
と
見
ら
れ
る
「
矢
澤
氏
」
が
同
道
し
て
お
り
、
伊
勢
屋
は
宍
戸
に
「
地
絵
図
面
」
を
渡
し
て
い
る
。
同
月
二

十
五
日
に
は
伊
勢
屋
奉
公
人
文
蔵
が
「
家
相
絵
図
面
」
を
受
け
取
り
に
出
向
い
て
い
る
が
、
家
相
を
し
た
の
は
「
宍
戸
数
馬
」
と
い
う
人

物
で
あ
っ
た
。

　

宍
戸
家
は
易
学
家
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
幕
末
の
宍
戸
謙
堂
（
頼
母
）
は
神
田
に
居
住
し
、
家
相
に
関
す
る
著
作
を
書
き
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残
し
て
い
る
。
数
馬
も
同
家
の
縁
者
・
関
係
者
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
宍
戸
数
馬
に
よ
る
家
相
を
受
け
て
、
渡
辺
又
四
郎
は
転
居
を
決
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
慶
応
三
年
十
二
月
八
日
の

「
日
記
」
を
掲
示
す
る
。

【
史
料
９
】

御
新
宅
様
正
智
院
前
御
住
居
御
方
位
悪
敷
御
座
候
趣
ニ
而
、
下
町
辺
江
此
度
御
転
宅
被
遊
候
ニ
付
、
御
隠
居
様
・
旦
那
様
・
新
造
様

御
出
、

　

こ
の
時
ま
で
、
渡
辺
は
小
日
向
正
智
院
前
町
で
暮
ら
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
家
相
に
「
方
位
」
が
悪
い
と
い
う
結
果
が
出
た
た
め
、

「
下
町
辺
」
へ
転
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

翌
日
の
「
日
記
」
に
は
、「
御
新
宅
様
今
八
ツ
時
頃
正
智
院
前
御
住
居
よ
り
両
国
久
松
町
江
先
仮
ニ
御
転
宅
被
成
候
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
渡
辺
は
小
日
向
正
智
院
前
町
か
ら
、
両
国
の
久
松
町
へ
移
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
久
松
町
は
仮
の
転
居
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は

隣
町
の
村
松
町
に
転
居
し
た
。

　

こ
の
転
居
以
降
、「
御
新
宅
様
」
や
「
渡
辺
様
」
と
い
う
表
記
が
、「
村
松
町
様
」
や
「
村
松
町
喜
多
村
様
」
に
変
化
し
て
い
る
。
小
日

向
正
智
院
前
町
か
ら
村
松
町
に
移
っ
て
い
る
の
で
、「
村
松
町
様
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
な
い
。
し
か
し
、
渡
辺
が
喜
多
村
に

変
わ
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
示
す
の
は
慶
応
二
年
十
一
月
二
十
日
の
「
日
記
」
で
あ
る
。

【
史
料
10
】

一
、
喜
多
村
弥
太
郎
様
御
家
督
被
仰
付
、
御
幼
年
之
儀
ニ
付
、
渡
辺
又
四
郎
様
町
年
寄
被　

仰
付
、
喜
多
村
又
四
郎
様
与
御
改
相
成

候
ニ
付
、
為
御
歓
旦
那
様
御
出
、
松
魚
節
料
金
三
百
疋
御
進
物
、
御
菓
子
壱
折
至
来
、
夕
刻
御
帰
、
御
新
宅
様
御
儀
本
町
様
江
御
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止
宿
、
御
供
仙
太
郎
、

　

三
家
あ
る
江
戸
町
年
寄
の
一
つ
、
喜
多
村
家
を
弥
太
郎
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
だ
幼
年
で
あ
っ
た
た
め
、「
渡
辺
又
四

郎
」
が
「
喜
多
村
又
四
郎
」
に
改
名
し
、
町
年
寄
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
伊
勢
屋
は
そ
の
祝
儀
に
出
向
い
た
の
で
あ
る
が
、「
旦

那
様
」
は
夕
刻
に
戻
っ
た
も
の
の
、「
御
新
宅
様
」
は
そ
の
ま
ま
「
本
町
様
」
す
な
わ
ち
喜
多
村
家
に
止
宿
し
て
い
る
。

　

弥
太
郎
が
喜
多
村
家
を
相
続
し
た
の
は
、
当
主
で
あ
る
父
の
彦
之
丞
が
慶
応
元
年
八
月
十
四
日
に
死
去
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。「
渡
辺

様
」
は
彦
之
丞
の
生
前
病
気
見
舞
い
や
初
七
日
な
ど
に
出
向
い
て
い
る
。
同
年
十
月
四
日
に
は
弥
太
郎
が
母
と
と
も
に
伊
勢
屋
、
さ
ら
に

「
御
新
宅
」
を
訪
れ
て
い
る
。
二
十
日
に
は
長
兵
衛
と
弥
太
郎
が
、
連
れ
立
っ
て
「
雑
司
谷
鬼
子
母
神
」
に
参
詣
し
た
と
い
う
記
事
も
あ

る
。
伊
勢
屋
と
喜
多
村
家
は
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
幼
年
の
弥
太
郎
に
代
わ
り
、
渡
辺
又
四
郎
が
喜
多
村
に
改
名
し
、
町
年
寄
に
就
任
し
た
。
彦
之
丞
が
つ
と
め
て
い
た

喜
多
村
家
の
家
督
は
弥
太
郎
、
町
年
寄
の
役
割
は
又
四
郎
が
引
き
継
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
幼
年
の
伊
勢
屋
長
兵
衛

を
後
見
し
て
き
た
渡
辺
又
四
郎
の
経
験
が
買
わ
れ
た
と
想
像
で
き
る
が
、
も
と
も
と
喜
多
村
家
と
の
血
縁
関
係
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
又
四
郎
は
喜
多
村
家
の
あ
る
本
町
を
頻
繁
に
訪
問
し
て
お
り
、
宿
泊
も
繰
り
返
し
て
い
る
。

【
史
料
11
】

一
、
吉
田
様
御
家
来
大
嶋
左
源
太
様
江
御
出
、
御
新
宅
様
ゟ
御
儀
御
序
之
刻
御
目
見
被
仰
付
置
候
様
、
御
書
付
御
差
出
被
成
候
写
左

之
通
り
、

　
　
　

奉
願
覚

伊
勢
屋
長
兵
衛
儀
、
先
々
代
已
来
不
相
替
御
館
入
被　

仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
、
右
同
人
儀
、
当
時
幼
年
ニ
付
、
私
儀

内
後
見
仕
罷
在
候
間
、
何
卒
右
之
者
同
様
御
館
入
被　

仰
付
、
御
序
之
節
御
目
見
被　

仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
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以
上

　
　

六
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄　

喜
多
村
又
四
郎
印

　
　

吉
田
様　

御
役
人
衆
中
様

　

こ
れ
は
慶
応
三
年
六
月
二
十
日
の
「
日
記
」
で
、
伊
勢
屋
と
吉
田
藩
松
平
家
と
の
関
係
は
前
稿
①
で
述
べ
た
が
、「
御
新
宅
様
」
と

「
町
年
寄　

喜
多
村
又
四
郎
」
が
同
一
人
物
で
、
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
「
内
後
見
」
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
神
田
雉
子
町
の
町
名
主
齋
藤
月
岑
の
日
記
に
は
、
慶
応
二
年
「
十
一
月
北
村
彌
太
郎
家
督
、
後
見
又
四
郎
殿
」
と
あ
る
（『
大

日
本
古
記
録　

齋
藤
月
岑
日
記
』
八
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）。
又
四
郎
が
喜
多
村
弥
太
郎
の
後
見
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
伊
勢

屋
「
日
記
」
の
内
容
と
一
致
す
る
。

お
わ
り
に
―
川
越
市
石
田
の
内
藤
光
信
家
史
料
―

　

前
稿
①
を
発
表
し
た
後
、
川
越
市
石
田
の
内
藤
光
信
氏
か
ら
、
伊
勢
屋
長
兵
衛
の
関
連
史
料
を
所
蔵
し
て
い
る
旨
の
連
絡
を
受
け
た
。

筆
者
は
二
〇
一
八
年
九
月
十
日
に
内
藤
家
を
訪
問
し
て
、
伊
勢
屋
の
木
平
家
と
親
戚
関
係
に
あ
た
る
と
い
う
話
を
伺
っ
た
。
そ
し
て
、
所

蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
興
味
深
い
も
の
が
複
数
現
存
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
伊
勢
屋
が
幕
府
に
納
め
た
御
用
金
領
収
の
書
付
で
あ
る
。

　
　
｛
１
｝
嘉
永
七
年
十
月
晦
日
、
金
三
百
両
（
千
三
百
両
の
う
ち
）

　
　
｛
２
｝
安
政
元
年
十
二
月
二
十
日
、
金
五
百
両
（
千
三
百
両
の
う
ち
）

　
　
｛
３
｝
安
政
二
年
三
月
二
十
九
日
、
金
五
百
両
（
千
三
百
両
の
う
ち
）
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｛
４
｝
文
久
元
年
七
月
十
日
、
金
二
百
両
（「
御
本
丸
炎
上
ニ
付
」）

　
　
｛
５
｝
慶
応
二
年
六
月
二
十
一
日
、
金
一
万
両
（「
御
進
発
ニ
付
」）

　
　
｛
６
｝
慶
応
四
年
正
月
二
十
一
日
、
金
三
百
両
（「
急
場
御
用
途
ニ
付
」）

　

こ
の
う
ち
、｛
１
｝
か
ら
｛
３
｝
は
一
連
の
も
の
で
、
伊
勢
屋
は
千
三
百
両
を
三
回
に
分
け
て
納
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
上

納
日
と
金
額
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
用
金
上
納
帳
」
の
記
述
と
も
一
致
す
る
。
当
時
の
当
主
は
六
代
目
の
伊
勢
屋
昌
兵
衛
で
、

｛
４
｝
も
昌
兵
衛
が
上
納
し
て
い
る
。

　

一
方
、｛
５
｝
と
｛
６
｝
の
上
納
者
は
八
代
目
当
主
の
伊
勢
屋
長
兵
衛
で
あ
る
。
特
に
｛
５
｝
は
前
稿
①
で
明
ら
か
に
し
た
内
容
と
密

接
に
関
連
し
て
い
る
。「
日
記
」
は
慶
応
二
年
正
月
か
ら
六
月
ま
で
の
も
の
が
残
存
し
て
い
な
い
が
、
幕
府
か
ら
賦
課
さ
れ
た
一
万
両
を

六
月
二
十
一
日
に
す
べ
て
納
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。｛
５
｝
の
領
収
書
付
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
1２
】

　
　
　
　

金
壱
万
両

　
　

右
御
者
今
般

　
　

御
進
発
ニ
付
、
御
用
金
上
納
請
取
之
、
当
寅
年
よ
り
拾
ヶ
年
ニ
割
合
可
下
ヶ
戻
も
の
也
、

　
　
　
　
　
　

但
、
下
ヶ
戻
相
済
候
ハ
ヽ
、
此
書
付
可
相
返
候
、

　
　

慶
応
二
寅
年
六
月
廿
一
日

　
　
　
　

播
磨
番
所
（
印
）

　
　
　
　

駿
河
番
所
（
印
）　　
　
　
　
　
　
　
　

小
日
向
三
軒
町　

家
持　

伊
勢
屋
長
兵
衛

　

幕
府
は
一
万
両
を
十
年
か
け
て
返
却
す
る
の
で
、
全
額
「
下
ヶ
戻
相
済
」
と
な
っ
た
際
に
「
此
書
付
」
を
返
す
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
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『
大
倉
山
論
集
』
第
六
十
七
輯
　
令
和
三
年
三
月

し
か
し
、「
此
書
付
」
は
伊
勢
屋
の
手
元
に
残
り
、
内
藤
家
に
伝
来
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
様
に
｛
６
｝
の
三
百
両
も
返
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
書
付
は
伊
勢
屋
・
内
藤
家
に
残
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
返
却
で
き
な
い
ま
ま
、
幕
府
は
倒
壊
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
内
藤
家
に
は
「
永
代
祥
月
読
経
施
入
金
請
取
一
札
」
や
「
口
上
覚
」
と
い
っ
た
古
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
慶
応
三
年

四
月
、
称
念
寺
な
ど
の
菩
提
寺
が
「
木
平
長
兵
衛
」
に
宛
て
た
も
の
で
、
先
祖
の
永
代
読
経
料
を
納
め
た
際
の
受
取
書
で
あ
る
。
後
者
に

は
差
出
人
や
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
先
々
代
已
来
不
相
替
御
館
入
」
と
あ
り
、
二
百
両
の
献
金
を
し
た
際
の
控
え
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
内
藤
光
信
氏
か
ら
は
古
文
書
以
外
の
関
連
史
料
に
つ
い
て
も
教
示
を
得
た
。
五
代
目
長
兵
衛
に
関
す
る
三
つ
を
取
り
上
げ
た

い
。

　

一
つ
は
位
牌
で
、「
釈
木
平
院
興
家
昭
平
信
士　

辛
卯
天
保
二
年
六
月
三
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
目
は
墓
石
の
碑
文
で
あ
る
。「
江
戸
小
日
向
三
軒
町　

施
主　

六
代
目
木
平
長
兵
衛
長
昌
」
が
天
保
四
年
五
月
に
建
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
一
面
に
は
五
代
目
長
兵
衛
の
経
歴
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
石
田
村
内
藤
五
平
治
某
の
二
男
」

と
し
て
誕
生
し
、
十
二
歳
の
時
に
「
東
都
小
日
向
木
平
氏
」
の
養
子
と
な
り
家
を
継
い
だ
。「
ま
め
や
か
」
な
人
物
で
、
家
業
を
つ
と
め

た
功
績
は
大
き
い
。
そ
の
「
妻
ハ
森
山
町
坂
本
氏
」
の
娘
で
、「
長
男
長
昌
」
が
六
代
目
と
し
て
家
を
継
い
だ
。
そ
し
て
六
十
歳
で
死
去

し
、「
木
平
氏
の
菩
提
寺
な
る
浅
草
阿
部
川
町
称
念
寺
」
に
葬
ら
れ
た
が
、「
実
の
家
内
藤
代
々
の
葬
所
」
で
あ
る
当
地
に
墓
石
を
建
立
し

た
と
い
う
。

　

三
つ
目
は
内
藤
家
の
近
く
に
あ
る
藤
宮
神
社
の
鳥
居
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
于
時
文
政
十
一
戊
子
歳
九
月
吉
日
建
之　
　

江
戸
小
日
向

三
軒
町　

願
主　

伊
勢
屋
長
兵
衛
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
川
越
出
身
の
五
代
目
長
兵
衛
が
故
郷
の
神
社
に
鳥
居
を
奉
納
し
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
八
代
目
長
兵
衛
の
肖
像
写
真
や
陣
羽
織
な
ど
の
諸
史
料
が
内
藤
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
。




